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１ 基本的考え方 

地方分権改革については、４次にわたる地方分権一括法等により、地方分権

改革推進委員会の勧告事項について一通り検討を行い、地方公共団体への事

務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等を進めてきた。新たな局面を迎

える地方分権改革においては、このような成果を基盤とし、地方の発意に根差

した新たな取組を推進することとして、平成 26 年から地方分権改革に関する

「提案募集方式」を導入した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平

成 26 年４月 30 日地方分権改革推進本部決定））。 

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図る

ための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。 

提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有識者会議、提案募集検討専

門部会、農地・農村部会等で議論を重ねてきた。 

今後は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26 年 12 月 27 日閣議決

定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・

枠付けの見直し等を推進する。 

 

 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 

【総務省】 

（６）住民基本台帳法（昭 42 法 81） 

住民基本台帳関係事務に係る市町村の窓口業務を民間事業者へ委託する場

合については、民間事業者の従業員の事務処理に目が届く状態で管理する措置

や、異例・困難な事案が生じたときに市町村職員自らが事務を掌握し、処理す

る措置など、「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務に関して民

間事業者に委託することができる業務の範囲について」（平 20 総務省自治行政

局市町村課等）における措置と同様の措置が常に実現されるような仕組みが構

築されるのであれば、必ずしも同一施設内に市町村職員が常駐しない場合で 

あっても業務委託は可能であり、その旨を市町村に周知する。 

 

【法務省】 

（１）戸籍法（昭 22 法 224） 



（ii）戸籍事務の一部を民間事業者に委託する場合において、不測の事態にお

いて市町村職員による臨機適切な対応を行うことができる体制等が確保

されていると法務局が判断する場合に限り、必ずしも同一施設内に市町村

職員が常駐しない形態での業務委託も可能であり、特定の市町村において

その取扱いが認められた場合は、その旨を他の市町村に周知する。 

 


